
 

 

令和７年第１回定例会 
 

埼玉県後期高齢者医療 

広 域 連 合 議 会 議 案 
 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月３０日 

№１ 



議 案 目 次 

議案第１号  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について ······························································································ 1 

議案第２号  埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例及び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について ············································ 4 

議案第３ 号  埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について ················································· 6 

議案第４号  埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例の制定について ········································································ 8 

議案第５号  令和６年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

２号） ······················································································································· 別冊 

議案第６号  令和６年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号） ·············································································· 別冊 

議案第７号  令和７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 ···················· 別冊 

議案第８号  令和７年度埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特

別会計予算 ·············································································································· 別冊 



 

議 案 第 １ 号  

 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のと

おり制定する。 

 

 

 

  令和７年１月３０日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 富 岡 勝 則     

 

 

 

提 案 理 由 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な規定の整備をするため、地方自

治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出する。 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第１条 埼玉県後期高齢者医療広域連合個人情報保護法施行条例（令和５年広域連合

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３条第４項及び第５項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 

第２条 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例（令和５

年広域連合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１０項中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改める。 

第１３条第５項の表第３９条第１項第１号の項中「第２条第９項」を「第２条第

１０項」に改める。 

第５４条から第５６条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （埼玉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第３条 埼玉県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５

年広域連合条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第１項及び附則第２条第５項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。ただし、第２条中埼玉県後期

高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例第２条第１０項及び第１３

条第５項の表第３９条第１項第１号の項の改正規定は、令和７年４月１日から施行

する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規

定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第２条の規定による改正前の

刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２

条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項にお
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いて同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期の

ものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以

下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれ

その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じく

する拘留とする。 
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議 案 第 ２ 号

  埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及 

び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１９年

広域連合条例第６号）及び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する

条例（平成１９年広域連合条例第１９号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

  令和７年１月３０日提出 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 富 岡 勝 則  

提 案 理 由 

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改

正に伴い、必要な規定の整備をするため、地方自治法第２９２条の規定により準用す

る同法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する。 
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   埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及 

び埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部 

を改正する条例 

（埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 

１９年広域連合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「により当該」を「により、当該」に改め、同条第２項中「３歳

に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第３項中「当該

子」を「、当該子」に改め、同条第４項中「により当該」を「により、当該」に改

め、「、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあり」を削り、「前項中」を「前２項中」に改める。 

 （埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 埼玉県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成１９年

広域連合条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第１７条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項

の規定による」を「第６１条の２第２０項に規定する」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議 案 第 ３ 号  

 

 

 

   埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

   の一部を改正する条例の制定について 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年

広域連合条例第２号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

  令和７年１月３０日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 富 岡 勝 則     

 

 

 

提 案 理 由 

 会計年度任用職員に支給する報酬等について、必要な規定の整備をするため、埼玉

県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正した

いので、地方自治法第２９２条の規定により準用する同法第９６条第１項第１号の規

定により、この案を提出する。 
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埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

の一部を改正する条例 

埼玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年

広域連合条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項後段中「得た額」の次に「の総額」を加える。 

別表第１栄養士の項及び保健師、看護師の項中「一級」を「二級」に改め、「給料

月額」の次に「及びその給料月額に１００分の２５を乗じて得た額の合計額」を加え、

同表前記以外の職の項中「給料月額」の次に「及びその給料月額に１００分の２５を

乗じて得た額の合計額」を加える。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の埼玉県後期高齢者医

療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例（次項において「改正後の報酬

条例」という。）別表第１の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （報酬の内払） 

２ 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の埼

玉県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定に基づ

いて支給された報酬は、改正後の報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。 
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議 案 第 ４ 号 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年広域連合

条例第２４号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

令和７年１月３０日提出 

 

 

 

埼玉県後期高齢者医療広域連合長 富 岡 勝 則     

 

 

 

提 案 理 由 

令和７年度以降の保険料に関し、所得の少ない被保険者に対する被保険者均等割額

の軽減の判定基準を変更するため、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第２９２条の規定により準用する同

法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する。 
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  埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改

  正する条例 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年広域連合

条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第１項第２号中「２９万５，０００円」を「３０万５，０００円」に改め、

同項第３号中「５４万５，０００円」を「５６万円」に改める。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の規定は、令和７年度以後の年度分の保険料について適用し、令和６年度分ま

での保険料については、なお従前の例による。 
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